
 
関係機関の問合せ先 

 
※各所へお問合せの際は「住宅宿泊事業法の届出」あるいは「旅館業法の許可」のどちらを予定しているか 

明確にお伝え下さい。「民泊（みんぱく）」と言うと、住宅宿泊事業の届出と判断される場合があります。 

 

・鎌倉市で事業を行う方は鎌倉市民泊ガイドライン（鎌倉市）をご覧下さい。 

・逗子市又は葉山町で事業を行う方は、下記の所管部署へ確認してください。 

                                          

目的 地域 所管部署 電話番号 住所 

消防法令適合 
通知書の交付 

逗子市 逗子市消防本部消防予防課 046-871-4326 逗子市桜山 2-3-31 

葉山町 葉山町消防本部予防課 046-876-0147 三浦郡葉山町堀内 2050-10 

事業系ごみの 

出し方 

逗子市 逗子市資源循環課 046-873-1111(代) 逗子市逗子 5-2-16 

葉山町 葉山町環境課 046-876-1111(代) 三浦郡葉山町堀内 2135 

用途地域、 

地区計画、 

建築協定、 

地域の自主協定

等の確認 

逗子市 

逗子市環境都市課 

・まちづくり景観課 

※逗子市オンライン 

マップでも閲覧で 

きます。 

046-873-1111(代) 逗子市逗子 5-2-16 

葉山町 

葉山町都市計画課 

※はやま Map（公開 

型 GIS）でも閲覧 

できます。 

046-876-1111(代) 三浦郡葉山町堀内 2135 

市街化調整区域
内の用途変更 

逗子市 神奈川県横須賀土木事務所 

まちづくり・建築指導課 
046-853-8800 横須賀市公郷町 1-56-5 

葉山町 

（注）建築基準法に関する個別の相談（既存建築物及び計画建築物の建築基準法令上の具体的な用途、建築確認
申請等の手続きの要否、規定の適用、工法等）についてはお近くの建築士等にご相談ください。 

・神奈川県建築士事務所協会のページ ： https://j-kana.or.jp/ 
・神奈川県建築士会のページ         ： https://www.kanagawa-kentikusikai.com/ 

 

○その他の相談窓口 

内容 所管部署 電話番号 住所 

食事を提供する場合 
神奈川県鎌倉保健福祉事務所 

食品衛生課 
0467-24-3900(代) 鎌倉市由比ガ浜 2-16-13 

温泉を利用する場合 
神奈川県鎌倉保健福祉事務所 

環境衛生課 

住宅宿泊事業の制度全

般、民泊制度運営システ

ムに関する問合せ 

民泊制度コールセンター 0570-041-389 
受付時間 

平日９時～17 時 

住宅宿泊管理業の申請に

ついて 

関東地方整備局 

建政部 建設産業第二課 
048-601-3151 

さいたま市中央区新都心 2-1 

さいたま新都心合同庁舎二号館 

 

じゅうたくしゅくはくじぎょう りょかんぎょう 


